
2-1　市民が教養を高める機会が豊富にある
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
行政が理想としてめざす姿，

取り組むべき範囲
5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

「定住意向」で，「今の場所に
住み続けたい」「市内の他の
場所で住み続けたい」と回答
した割合（％）

84.6 90.0

総合計画策定に当たり，5年
ごとに実施している(今後は
周期を縮める予定)市民意識
調査において，「定住意向」
について，「今の場所に住み
続けたい」「市内の他の場所
で住み続けたい」と回答した
割合

出所：芦屋のまちづくりにつ
いての市民アンケート調査結
果報告書(平成27年3月)

取組の目指す「住んでみたい
まち，住み続けたいまち芦
屋」について，市民の直接の
意識を表す数値であるため。

平成26年度に総合計画後期
基本計画策定にあたり実施
した市民意識調査において，
「定住意向」について，「今の
場所に住み続けたい」「市内
の他の場所で住み続けた
い」と回答した割合

芦屋の文化を見つめなおす
ことにより，市民が積極的に
文化活動に参加し，官・民問
わず文化に関するイベントや
活動が現状より活発になるこ
とを目指す。

平成20年度に実施した調査
による結果が88.7％であった
が，減少傾向にある中，高水
準であった88.7％以上の
90％目標として掲げる。

「居住地として芦屋市を選ん
だ理由」で「地域イメージが
良い」と回答した割合（％）

42.0 46.0

総合計画策定に当たり，5年
ごとに実施している(今後は
周期を縮める予定)市民意識
調査において，「居住地とし
て芦屋市を選んだ理由」で
「地域イメージが良い」と回答
した割合

出所：芦屋のまちづくりにつ
いての市民アンケート調査結
果報告書(平成27年3月)

取組の目指す「住んでみたい
まち，住み続けたいまち芦
屋」について，新たに転入し
てきた人を含め，芦屋市を居
住地として魅力があるものと
考える人の割合を示す数値
であるため。

平成26年度に総合計画後期
基本計画策定にあたり実施
した市民意識調査において，
「居住地として芦屋市を選ん
だ理由」で「地域イメージが
良い」と回答した割合

芦屋の文化を見つめなおす
ことにより，市民が積極的に
文化活動に参加し，官・民問
わず文化に関するイベントや
活動が現状より活発になるこ
とを目指す。

「居住地として芦屋市を選ん
だ理由」で「地域イメージが
良い」と回答した割合が1割
増加することを目指す。

42×110％≒46.0％

2-1-2
市民が主体となって活躍す
る知の*循環型社会の構築
を目指します。

文化財の整理作業補助等に
関わる「文化財ボランティア」
の活動者数(人／年)

15 27

文化財の整理作業の補助や
トライやる事業の受け入れ生
徒の指導協力，公民館での
展示や企画などを行う「文化
財ボランティア」の年間実活
動者数。

出所：課内資料

文化活動は幅広く多岐に渡
り，ボランティアとしての関わ
り方にも浅深もあり，全体数
の把握や，指標としてとらえ
ることは困難であることから，
代表的なものとして「文化財
ボランティア」を設定してい
る。
「文化財ボランティア」は関わ
るという範囲を超えて，主体
的に専門知識を学びながら
文化財事業を推進する大き
な戦力となっている。軽微な
活動ボランティアではなく，そ
れぞれが活動の中で学んだ
知識を，指導者となって，さら
に他の市民に広め，継承す
る活動を行っており，これは
市が目指す，市民が主体と
なって活躍する知の循環型
社会の構築への進捗を図る
目安となることが考えられる
ため。

「文化財ボランティア」とし
て，市に登録し，活動した実
績数（年間実人員数）。

文化活動を行う多くの市民
が，個々の知識を深めるとと
もに，指導者の立場で活躍
し，生きがいや，やりがいに
つながり，芦屋市への愛着
や誇りが育成される。さら
に，その知識を伝え広げるこ
とにより，文化活動を行なう
市民が増加することを目指
す。

文化活動を行う市民の，一つ
の標本として，文化財ボラン
ティアを取り上げている。ボラ
ンティア養成講座を実施し，
指導者として活躍できる知識
を有する文化財のボランティ
アを養成し，ボランティアによ
る講座やワークショップを実
施することにより，登録人数
の増加を図る。文化財ボラン
ティアの養成講座を行なった
結果，登録し，継続して活動
を行う人は過去の実績によ
り，年2名程度であり，，継続
的に平成27年度から毎年2
名の増加を目指す。

15人＋2人×6年＝27
人
（平成27年度～32年
度）

社会教育活動を通じて学ば
れた市民が講師や指導者と
なった公民館講座及び市民
版出前講座の実施回数（回
／年） 3 16

公民館講座や社会教育関係
団体等の活動を通じて学ば
れた市民が講師や指導者と
なった公民館講座及び市民
版出前講座の実施回数。

出所：事務報告書（掲載予
定）

公民館講座及び市民版出前
講座は，重点取組である「市
民が主体となった発表会や
研修会等の実施」の主な活
動機会であり，その実施状況
を表す数値であるため。

公民館講座で，以前受講さ
れた市民が，講師となって実
施している講座など，学習の
成果を活かした事業の年間
実施回数。

公民館講座などを通じて学
ばれた市民が，講師になって
いただくなど，学びの成果を
市民に還元し，さらに学ばれ
る市民が増加する，知の循
環が行われるようになること
を目指す。

市民版出前講座は平成28年
度から実施予定であり，平成
32年度には1か月1回の実施
を目指す。公民館でも市民が
講師となった講座を年間4回
実施することを目指す。

1回×12か月（市民版
出前講座）＋4回（公民
館での講座）＝16回

中学生以下の美術博物館入
館者数(人／年)

1,260 3,000

中学生以下の美術博物館へ
の延べ入館者数。

出所：課内資料

子どもへの芦屋の文化の周
知啓発の取組の中で，美術
館見学は，直接文化に触れ
る機会であり，その機会を通
じて，芦屋の文化を知ること
や身近に感じることのきっか
けとなるものと考えられるた
め。

中学生以下の美術博物館へ
の延べ入館者数。

平成26年度実績　1,260人
（内訳）
小・中学生　　　941人
小学生未満　 　319人

子どもたちが芦屋の歴史や
文化を知り，身近に感じ，大
切に守り伝えていこうという
意識を持つようになることを
目指す。

市内の小学生（約4,500人）と
中学生（約1,500人）のうち，2
人に1人は年間1回，美術博
物館に来館することを目指
す。

（4500＋1500）／2＝
3000 人

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報

2-1-1
芦屋の文化を見つめなおし，
個性豊かで幅広い芦屋文化
をまちの魅力として広く発信
します。

2-1-3
芦屋の文化を身近に感じ，
守り，次の世代に継承できる
取組を進めます。
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芦屋の伝統や文化に係る講
演会等の参加者数(人／年)

330 380

市民が芦屋の伝統や文化を
題材とした講座や取組に参
加した人数。

出所：課内資料

芦屋の文化を身近に感じ，
守り，次の世代に継承するた
めには，市民が芦屋の伝統
や文化を学び知ることが大
切であり，知ることから始ま
ると考えられる。自ら芦屋の
伝統や文化についての講座
や取組に参加して学び，知
識をもつ人が増えることは，
芦屋の文化等を身近に感じ
る機会を持つ人が増えること
であり，継承していくことがで
きる可能性が高まることでも
あるため。

市民が芦屋の伝統や文化を
題材とした講座や取組に参
加した人数。

平成26年度
330人
（街かどウォッチング春26
人，秋30人，ヨドコウ迎賓館
セミナー①93人，②65人，芦
屋ホームムービー鑑賞会65
人，戦前の芦屋を語るつどい
51人）

市民が公民館講座などを通
じて芦屋の文化を知るととも
に，身近に感じ，守り，次世
代に継承していくことができ
ることを目指す。

平成26年度に実施した伝統
や文化に係る講演会などの
参加者実績数の15％の増加
を目指す。

生涯学習課と公民館で協力
して参加者増加に向け，取り
組んでいくことから，事業全
体のバランスも考慮し，挑戦
可能な数字として15.0％増を
挙げている。

330人×1.15≒380人

2-1-4
地域の情報拠点として，公立
図書館を充実させます。

市民が1か月に1冊以上読書
する割合(％)

55.0
(H27)

67.8

芦屋市教育振興基本計画策
定に伴い実施した市民アン
ケートにおいて，「普段，平均
してどれくらい本を読みます
か」の設問に対して，1か月
に1冊以上読書すると回答し
た割合。

 出所：芦屋市教育振興に関
するアンケート調査

市民の読書冊数の増加によ
り，市民の教養を深める機会
が増えていると考えられるた
め。

平成27年実施の市民アン
ケートで，「普段，平均してど
れくらい本を読みますか」の
設問に対して，数冊/週
(6.5％），1冊程度/週
（14.2％），1冊程度/2～3週
間（14.4％），1冊程度/1か月
（19.9％）の割合（合計）
55.0％

資料や行事の充実図り，市
民が教養を深め，課題解決
ができる情報拠点としての公
立図書館を目指す。

市民アンケートで，読書冊数
が1か月に1冊以下という回
答率42.7％から3割減し，月
に1冊以上読書する市民が，
67.8％になることを目指す。
※情報通信技術等の発達に
より，人々の読書環境は大き
く変化しており，年代を問わ
ず本離れが進んでいる現状
をふまえた場合，読書冊数
が1か月に1冊以下という市
民の割合の現状値の3割程
度の減が適当と考える。

市民アンケートで，読
書冊数が1か月に1冊
未満と答えた市民の割
合42.7％×0.30≒
（12.8％）＋1か月に1
冊以上読書する市民
の割合（55％）＝
67.8％

　※1冊程度/2～3か月
(13.1％），1冊程度/半
年（9.8％），1冊程度/1
年（5.4％），それ以下
（5.0％），本を読むこと
がない（9.4％）＝（合
計）42.7％

公立図書館における児童（7
～15歳）の図書貸出冊数
（冊／年）

73,150 76,808

公立図書館における児童（7
～15歳）の年間図書貸出冊
数。

 出所：図書館年報

小学生～中学生の図書貸出
冊数は子どもの図書館利用
状況の目安となるため。

公立図書館における7～15
歳の図書館利用者の年間図
書貸出冊数。

自ら本を手に取り，本が好き
な子どもを育てるため，公立
図書館と学校教育とが連携
した教育活動を推進　（芦屋
市教育振興基本計画），する
ことで，子どもたちが公立図
書館を利用し，多くの本と出
会い読書の楽しさを知り，資
料や情報を活用するスキル
も身につけている状況を目
指す。

過去5年間の推移では，児童
の利用冊数は減少傾向にあ
るが，図書館機能の充実を
図り，現状値（平成26年度実
績）の5％増加を目指す。
※情報通信技術等の発達に
より，子ども達の興味・関心
も多様化し，その読書環境は
大きく変化している。これらの
現状をふまえた場合，現状
値（平成26年度実績）の5％
程度の増が適当と考える。

73,150冊（平成26年度
実績）×1.05＝
76,807.5冊≒76,808冊

スポーツ啓発事業参加者数
(人／年)

857 1,115

スポーツ啓発事業への参加
者年間合計数
スポーツ啓発事業とは，ス
ポーツ推進のため，市民の
方が，気軽に参加していた頂
けるスポーツとして1年を通し
て随時実施している，次のよ
うな事業。
　・新体力テスト測定会＆健
康・体力つくり相談
　・公式ワナゲのつどい
　・公式ワナゲ体験講習会
　・ファミリースポーツのつど
い
　・市マラソンクリニック
　・障がい者とのスポーツ交
流広場
　　　など，その他　　　合計
12事業

出所：事務報告書

スポーツ活動では，競技ス
ポーツ，クラブや協会に加入
したり，スポーツクラブ21など
の地域スポーツに加入し，経
常的に行うことを前提とした
ものが多いが，啓発事業で
は，誰もが，その場限りで単
発で参加することができるた
め，これらへの参加者は，市
民が身近にスポーツを捉え，
スポーツ参加への裾野が広
がった成果として，またス
ポーツの啓発の成果としても
捉えられ，市民のスポーツへ
の関心及び普及の目安とし
て有効と考えるため。

スポーツ啓発事業への参加
者年間合計数。
平成26年度実績：857人
事業内訳
・マラソンクリニック40人・公
式ワナゲ体験講習会30人・ノ
ルディックウォーキングのつ
どい35人・秋のファミリース
ポーツのつどい65人・新体力
テスト測定会＆健康・体力つ
くり相談28人公式式ワナゲの
つどい46人・老人クラブ連合
会主催新体力テスト測定会
40人・ヴィッセル神戸少年少
女サッカー教室64人・公式ワ
ナゲ市民大会106人・公式ワ
ナゲ体験講習会・記録会11
人・春のファミリースポーツの
つどい28人・障がい者とのス
ポーツ交流広場364人

市民がスポーツに関心をも
ち，スポーツを身近に捉え，
「だれもが，いつでも，どこで
も，いつまでもスポーツに親
しむことができる」と感じる意
識の向上を図り，「芦屋市ス
ポーツ推進実施計画」の基
本理念である「するスポーツ
・みるスポーツ ・ささえるス
ポーツ」を推進し，ファミリー，
高齢者，障がいのある方，個
人，様々なライフステージに
応じて，スポーツをすること
ができる生涯スポーツ社会を
目指す。

継続して啓発事業を実施す
ることにより，5年後には，ス
ポーツ啓発事業参加者の
現在値857人（平成26年度実
績）の3割増＝1,115人となる
ことを目指す。これまでス
ポーツ事業に不参加であっ
た現在値の3割もの市民が
参加者に転換すれば，ス
ポーツ推進が図れたと考え
ることができ，またそのことは
併せて，スポーツ参加者の
底上げとなり，大きな機運，
牽引力となり得るため。

857人×130％＝
1,114.1≒1,115
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市民アンケートによるスポー
ツの週1日程度の定期的実
施率（％）

62.0
(H24)

69.0

スポーツ推進実施計画（前
期）の策定のための基礎資
料として実施した芦屋市ス
ポーツ活動に関する市民意
識調査で，「過去1年間に運
動・スポーツをどの程度実施
したか」の問いに「週に1日程
度」と回答した割合。

出所：芦屋市スポーツ活動に
関する市民意識調査

週1日程度，定期的にスポー
ツする市民の値は，スポーツ
が市民生活の中に着実に根
付いている数値と捉えられ，
スポーツ推進を図る上で，有
効な基礎の値となるため。

平成26年3月にスポーツ推進
実施計画（前期）の策定する
ため，その基礎資料とするた
めに実施した平成24年度の
市民意識調査で，「過去1年
間に運動・スポーツをどの程
度実施したか」の問いに「週
に1日程度」と回答した割合
。

「市民のだれもが，いつでも，
どこでも，いつまでもスポー
ツに親しむことができる生涯
スポーツ社会の実現」を目指
す。

目標値：69.0％を目指す（平
成32年度）

（スポーツ推進実施計画に計
上する目標値との整合によ
る＝72.0％（平成35年度）

市 民 ア ン ケ ー ト で の ス ポ ー ツ
の 国 際 大 会 を わ が 国 で 開 催
す る こ と に 関 し て の 問 い に
「  好  ま  し  い  」  と  答  え  た  割  合
（％）

3.0 70.0

スポーツ
推進実施
計画（前
期）の策定
のための
基礎資料
として実施
した芦屋
市スポー
ツ活動に
関する市
民意識調
査で，国際
大会をわ
が国で開
催すること
に関しての
問いに「好
ましい」と
答えた人
の割合
（％）

出所：芦屋
市スポー

オリンピック，パラリンピック
等の国際競技大会における
競技者のひたむきな挑戦
は，勝ち負けに関係なく夢と
感動を与え，スポーツに対す
る興味や関心を高めるものと
して，市民のスポーツへの関
心度の目安となるものと考
え，指標とした。

平成24年度に，スポーツ推
進実施計画（前期）を策定の
ための基礎資料とするため
に実施した市民意識調査で，
「国際大会をわが国で開催
することに関して」の問いに
「好ましい」と答えた人の割
合（％）

市民の方々の交流とスポー
ツ文化の継承を行ない，ス
ポーツ人口を増加させ，ス
ポーツ推進を図る。

国際大会での国籍を問わず
競技者のひたむきな挑戦
は，勝ち負けに関係なく多く
の方々に夢と感動を与える。
国際大会のわが国での開催
に好感をもたれる方が増加
すれば，スポーツに対する興
味や関心になり，「する・見
る・支えるスポーツ」としても
参加される方が増え，スポー
ツ推進に繋がっていく。よっ
て指標のめざす値として，.調
査数の7割以上の方の「国際
大会をわが国で開催すること
に関して「好ましい」」との回
答を目指す。

オリンピック・パラリンピック
等を契機にした啓発活動に
より，自国開催の2020年に
は市民の関心が加速度的に
高まる。しかし終了後は機運
はやや下降し，一定の水準
に収まると考える。
自国開催への好感度も同様
に考えられる。
49.3％⇒80.0％（～2020年）
×0.9（オリンピック・パラリン
ピック後に1割超程度減少す
ることが見込こまれる）＝
72.0％≒70.0％

スポーツ推進課
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2-2　様々な交流が，多様な文化への理解と見識を深めている
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
行政が理想としてめざす姿，

取り組むべき範囲
5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

潮芦屋交流センター（貸室の
み）の利用率(％/年）

32.0 38.0

芦屋市立潮芦屋交流セン
ターの潮芦屋集会所（1階）と
国際交流センター（2階）の利
用率。

出所：芦屋市立潮芦屋交流
センターに関する事業報告
書

施設を広く活用していただけ
るよう周知することで，潮芦
屋交流センターの認知度が
高まり，利用者の増加に結び
付くものであると考えられ，そ
の結果を表す数値であるた
め。

(潮芦屋集会所（1階）利用区
分数＋国際交流センター利
用区分数)÷(芦屋集会所（1
階）総区分数＋国際交流セ
ンター総区分数)

平成26年度
(1,406＋2,094)÷(3,652＋
7,294)＝32％

指定管理者と協働して，より
市民サービスが向上し，利用
の増加に取り組むことで，国
際交流，地域コミュニティが
進んでいる状態目指す。利
用率については，市内の地
区集会所の利用率(46．8％）
並みに利用される状況を目
指す。

潮芦屋交流センターは，平成
23年度から指定管理制度に
より館の運営を行っている。
これまでの利用率は，
平成23年度16％，平成24年
度22％，平成25年度31％，
平成26年度32％である。
平成27年度7月までにおいて
も平成26年度と同程度を推
移しているため，今後も利用
率については微増と予想す
るもの，指定管理者と協働
し，毎年約1％ずつ利用率の
増加を目指す。

平成26年度32％
＋（1％/年）×6年
＝38％

潮芦屋交流センター事業へ
の参加者数（人／年）

4,890 5,490

潮芦屋交流センターで実施
する講演会やコンサートなど
の自主事業への参加者数。

出所：芦屋市立潮芦屋交流
センターに関する事業報告
書

当該施設での事業参加者数
が増加することは，地域のコ
ミュニティー，国際交流に関
わる市民の増加を示すもの
であり，その活性化につなが
るものと考えられるため。

潮芦屋交流センターで実施
する講演会やコンサートなど
の自主事業への年間延べ参
加者数(指定管理者の自主
事業も含む)

これまで，指定管理者の自
主事業として実施をしてきた
が，今後，指定管理者と協働
して，より市民サービスが向
上し，多くの方に参加により，
国際交流，地域コミュニティ
が進んでいる。

平成23年度3,465人
平成24年度4,366人
平成25年度4,265人
平成26年度4,890人と推移し
ているが，自主事業の内容
により影響するが，毎年約
100人の増加を目指す。

（4,890＋100人/年×6
年）＝5,490人

ＮＰＯなどの団体と協働して
開催した国際理解を深める
ための講座の参加者数（人
／年）

― 30

広く市民に向けてＮＰＯ等な
どの団体と協働して開催した
国際理解を深めるための講
座の年間延べ受講者人数。

指定管理者が国際理解を深
めるための自主事業を開催
しているが，市としては開催
できていなかった。広く市民
に向けて，ＮＰＯなどの団体
と協働して講座を開催するこ
とは，国際理解を深める機会
の充実の具体的な取組であ
り，それに参加した参加者数
は，その結果を表す数値で
あるため。

ＮＰＯ等などの団体と協働し
て開催した国際理解を深め
るための講座の年間延べ受
講者人数。

平成26年度は，開催していな
かった。

指定管理者がセミナーなど
の自主事業を開催していた
が，今後，市，芦屋市国際交
流協会，社会教育関連団体
との連携，協力によるセミ
ナーや講演会などを実施し，
国際理解を深める機会の充
実に取り組み，多文化共生
社会の実現を目指す。

公民館講座の実績などを参
考にして，まずは，30人規模
で継続実施できることを目指
す。

外国語によるスピーチコンテ
スト参加数（人／年）

― 100

市立小中学校の児童生徒
と，多くの外国籍生徒が在籍
する芦屋国際中等教育学校
の生徒を対象に開催する英
語を中心としたスピーチコン
テストに参加した児童生徒及
び保護者，教職員，市民の
総数。

出所：事務報告書(予定)

スピーチコンテストの参加者
が増えることで，互いが学び
合い，高め合う機会が充実し
たものになり，交流や相互理
解が深まることにつながると
考えるから。

スピーチコンテストに参加し
た小中学校及び芦屋国際中
等教育学校の児童生徒・保
護者・教職員，市民の総数。

多くの市民が，外国の言語
や文化に対する興味関心を
深め，それらを理解し尊重す
る態度など，共に生きる心を
育み，多文化共生社会を生
きる資質や能力を身につけ
る。

平成27年度から実施する事
業であり，初年度は，市内3
中学校と芦屋国際中等教育
学校の生徒・保護者・教職
員，市民のみを対象として実
施するが，その後は，小学生
まで対象を広げ，関係NPOと
の連携を深める中で，参加
者が100名を超え，より交流
が深まるコンテストとなること
を目指す。

100名/年

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報

2-2-1
多様な文化を持つ人々との
交流を促進し，お互いの理解
を深めます。
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全世帯配布発行物の英語版
を発行した割合（％／年）

37.5 100

全戸配布・新聞折り込みなど
全市民を対象に配布した印
刷物のうち外国語版を発行し
た割合。

出所：広報国際交流課資料

全戸配布する広報物は，す
べての人に知ってもらいたい
情報であり，それについて，
多言語表記による情報提供
をを行った具体的数値である
ため。

外国語版を発行した件数÷
全戸配布・新聞折り込みで配
布した発刊物年間件数

平成26年度
3件÷8件＝37.5％

市が発行する印刷物で外国
人を含む全市民を対象にす
るものについては外国語版
が作成できている状況

全戸配布している発行物に
ついて，すべての発行物に
ついて英語版が作成できて
いる状況を目指す。

日本語指導が必要な外国人
児童生徒等に対して個別の
支援計画に基づいた支援が
行われている割合（％）

― 100

学校生活において，生活言
語，学習言語の理解が不十
分な外国人児童生徒等に対
して，個別の支援計画が作
成され，その計画に基づいた
支援が行われている児童生
徒の割合。

出所：教育委員会の調査資
料

日本の生活言語，学習言語
の理解が不十分な外国人児
童生徒等の，個別の支援計
画に基づいた支援が行われ
ている割合は，学校全体の
外国人児童生徒等への指
導・支援体制の充実度を表
す値となるため。

（個別の支援計画に基づい
た支援を受けている児童生
徒数）÷（日本語指導が必要
な児童生徒の総数）

児童生徒が受ける支援と
は，サポーターの配置による
支援，または学校が放課後
等の時間を使って行う補充
学習（週1時間以上）等の支
援をいう。

なお，平成26年度において
は，個別支援計画の策定は
ないが，必要な児童に対し
61％程度は支援を行ってい
る。

全ての日本語指導が必要な
児童生徒等に対し，個別の
支援計画が作成され，それ
に基づいた適切な支援が行
われることにより，対象児童
生徒の学校生活や学習が充
実したものになる。

現在，日本語指導が必要な
外国人児童生徒等へのサ
ポーターの配置等による支
援は，対象児童生徒の在留
期間と日本語理解の程度に
基づいて行われている。今後
は，日本語指導が必要な児
童生徒の人数の増加，多様
化がさらに見込まれることか
ら，より個に応じた指導の充
実を図るために，対象者全
員に個別の支援計画を作成
し，その支援計画に基づいた
指導・支援を行い，必要な児
童生徒には支援を行うととも
に，質の向上を目指す。

100％（対象者全員）

2-2-2
外国人住民が安心して暮ら
せる共生のまちづくりを進め
ます。
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4-1 子どもたちが「生きる力」を身につけ，健やかに成長している
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
行政が理想としてめざす姿，

取り組むべき範囲
5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

幼稚園・保育所・*認定こども
園の合同研修会等参加人数
（人／年）

354 420

市が実施する公私立幼稚
園・公私立保育所（園）・*認
定こども園の合同研修会等
の参加者延べ人数。

出所：事務報告書

合同研修会は，就学前施設
間の連携を深めるための取
組の重要なものであり，それ
が充実することは連携が強
化されている状況を表せるも
のであるため。

幼稚園・保育所・*認定こども
園の合同研修会等年間参加
のべ人数。

全ての就学前施設が連携
し，保育者の資質向上を進
める。

現状は，就学前施設によって
研修会の参加人数に差があ
るため，今後全員が年間2回
程度の参加を目指す。

76人（幼稚園教諭）＋
134人（保育士）×2
（回）

各就学前施設と小学校との
交流回数（回／年）

16 40

公私立幼稚園・公私立保育
所（園）・*認定こども園と小
学校の交流回数。

出所：課内資料

就学前施設と小学校との交
流の促進の直接の結果を表
す数値であるため。

小学校ごとに実施する，就学
前施設(公私立幼稚園・公私
立保育所（園）・*認定こども
園)と小学校との年間の交流
の回数。

全ての就学前施設が，小学
校と連携し，交流活動が定期
的に実施できる体制が整備
され，幼児期と児童期の教育
の円滑な接続ができている。

現状は，小学校との交流回
数に公立幼稚園と公私立保
育所(園）との交流回数に差
があるため，保幼小連絡会
を年間2回，交流会を学期に
1回，全小学校で実施するこ
とを目指す。

（連絡会2回+交流会3
回）×8校

中学校の数学で「授業がよく
わかる」と答えた生徒の割合
（％）

80.0 → 80.0

文部科学省が実施する全国
学力・学習状況調査における
質問紙調査において「数学
の授業の内容がよくわかる」
と言う設問に対し，「当てはま
る」または「どちらかというと
あてはまる」と回答した中学
生の割合。

出所：全国学力・学習状況調
査

学力が定着しにくい児童生
徒の学習意欲と学力向上の
ための具体的な方法として，
中学校数学ではチューターを
配置し，個に応じた対応の充
実を図っていることから，「数
学の授業がよくわかる」かど
うかの生徒の実感は，学力
向上の取組の効果，成果を
表す数値であると考えられる
ため。

文部科学省が実施する全国
学力・学習状況調査における
質問紙調査において「数学
の授業の内容がよくわかる」
と言う設問に対し，「当てはま
る」または「どちらかというと
あてはまる」と回答した生徒
の割合

平成26年度
「よくわかる」と回答した生徒
43.6％＋「どちらかというとわ
かる」と回答した生徒36.4％
＝80.0％

全ての児童生徒が，授業に
意欲的に取り組み，自らの学
力を向上させる。

本市においては数学では「授
業内容がよくわかる」と回答
した生徒の割合は，平成19
年度のチューターが未配置
だった学年が調査を受けた
時は，68.4％だったが，配置
後は常に71.0％～76.0％で
推移し，全国平均65.0％～
70.0％を上回っている。特に
現状値の80.0％は，これまで
の中で最も高い値であること
から，今後はこの水準を維持
していく。

小学校の外国語で，「これか
らも英語を使ってみたい」と
答えた児童の割合（％）

92.1 → 92.1

市教育委員会が実施する小
学校外国語活動アンケート
調査において，「これからも
英語を使ってみたい」と言う
設問に対し，「たいへんあて
はまる」または「どちらかとい
うとあてはまる」と回答した小
学校5，6年生の割合。

出所：事務事業評価報告書

児童が「これからも英語を
使ってみたい」と感じる割合
は，上学年や中学校での外
国語学習に向けて，児童の
学習意欲や活用能力が向上
していることを表す値となる
ため。

市教育委員会が実施する小
学校外国語活動アンケート
調査において，「これからも
英語を使ってみたい」と言う
設問に対し，「たいへんあて
はまる」または「どちらかとい
うとあてはまる」と回答した小
学校5，6年生の割合。

平成26年度
「たいへんあてはまる」と回
答した児童65.1％+「どちらか
といえばあてはまる」と回答
した児童27.0％＝92.1％

全ての児童生徒が外国語
（英語）の学習に意欲的に取
り組み，グローバル化に対応
した力を身に付ける。

小学校外国語活動アンケー
ト調査において，「これからも
英語を使ってみたい」という
設問に対し，「たいへんあて
はまる」または「どちらかとい
うとあてはまる」と回答した児
童の割合は，この5年間で，
88％から93％の間を推移し
ている。今後，外国語活動が
教科となると，これまでの外
国語に慣れ親しむことを目的
とした授業内容に，高度な内
容が盛り込まれることになる
が，中学校外国語との円滑
な接続を行うことを踏まえて
「これからも英語を使ってみ
たい」と感じる児童の割合
は，現状と同水準を維持して
いくことを目指す。

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報

4-1-1
就学前の子どもの健やかな
発達を保障する教育・保育を
提供します。

4-1-2
子どもたちの学習意欲の向
上と学力の定着を図る指導
を充実します。
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児童生徒一人あたりの学校
図書館における図書貸出し
冊数（冊／年）

小学校
59.7
中学校
14.6

小学校
65

中学校
17

小学校，中学校の学校図書
館における児童生徒一人あ
たりの年間の図書の貸出冊
数。

出所：事務事業報告書

子どもの読書意欲を高める
取組を推進することにより，
子どたちが読書の楽しさなど
を感じ，学校図書館で本を借
りるという行動にもつながる
と考えられるため。

(児童生徒の年間の学校図
書館における総貸出冊数）÷
（全児童生徒数(5月1日現
在）

平成26年度
小学校
(児童の年間の学校図書館
における総貸出冊数282,267
冊）÷（全児童数4,731人）＝
59.7冊
中学校
(生徒の年間の学校図書館
における総貸出冊数23,330
冊）÷（全生徒数1,597人）＝
14.6冊

読書に継続的に取り組み，
自ら本を手に取り，楽しんだ
り，活用したりするなど，本の
好きな子ども（ブックワーム
芦屋っ子）を育てることで，幼
児児童生徒が確かな学力と
豊かな心を身に付ける。

学校図書館の図書の貸出冊
数は，平成21年度から平成
26年度までの5年間で，1校
ひとりあたりで，小学校は45
冊が59.7冊に，中学校が5冊
が14.6冊に増加している。今
後5年間では，教育振興基本
計画の中で読書の質の向上
とあわせて，小学校では
10.0％増の年間65冊，中学
生は15.0％増の17冊を目標
とする。

小学校
65冊（59.7×1.1)
中学校
17冊（14.6×1.15)

特別支援教育に係る研修
会，研究会の参加者数
（人／年）

424 486

市教育委員会が実施する教
職員を対象とした特別支援
教育に係る研修会，研究会
の年間延べ参加者数。

出所：事務報告書

特別な支援が必要な児童生
徒の個別のニーズに応じた
教育環境を整備するにあ
たっては，教職員の特別支
援教育に係る専門性と指導
力の向上が求められ，研修
はそのための取組であり，そ
の参加者数は，実施結果を
表す数値であるため。

市教育委員会が実施する教
職員を対象とした特別支援
教育に係る研修会，研究会
の年間延べ参加者数。

教職員が特別支援教育に係
る高い専門性を身に付け，子
どもたちに適切な指導を行う
ことができるようにする。

現在の幼稚園の特別支援教
育研究会の幼稚園教職員の
参加率を100％にするととも
に，小中学校，保育所等の
就学前施設からの参加者(28
名）を倍増することで，現状よ
りも62名の参加者増を目指
す。

424人（26年度）+62人

中学校における不登校生徒
の割合（％）

3.3 1.9

文部科学省が実施する児童
生徒の問題行動等生徒指導
に関する調査において，中学
校で不登校により年間30日
以上欠席した生徒の割合。

出所：児童生徒の問題行動
等生徒指導に関する調査

いじめ防止等，生徒指導対
策を推進し，生徒が安心して
学校生活を送れるようにする
ことが，不登校生徒の減少に
つながると考えるため。

文部科学省が実施する児童
生徒の問題行動等生徒指導
に関する調査において，中学
校で不登校による年間30日
以上欠席した生徒の割合。

平成26年度（中学校）
不登校生徒数53人÷在籍生
徒数1,597人=3.3％

不登校の中学生の人数を限
りなくゼロに近づけ，全ての
中学生が充実した学校生活
を送れるようにする。

本市の中学校の不登校生徒
の割合は，増加傾向にあり，
平成26年度は全国平均値
2.76％を上回り，その対策が
急務となっている。中学校の
不登校生徒の割合は，ここ
数年間では1.97％が最小値
であることから，当面は，
1.9％以下となることを目指
す。

*スクールソーシャルワー
カーの学校でのケース会議
等における指導助言，関係
機関との連携回数（回／年）

13 33

*スクールソーシャルワー
カーの学校でのケース会議
等における指導助言，関係
機関との連携等の学校支援
を行った実績記録

出所：教育委員会がまとめる
実績記録。

*学校だけで解決が困難指
導事案に対し， スクールソー
シャルワーカーを有効に活用
し関係機関との連携を強化
を図ることが，学校の生徒指
導の充実につながるため。

*スクールソーシャルワー
カーの学校支援の年間実績

学校が いじめ，不登校等，児
童生徒に係る様々な生徒指
導事案に適切に対応する体
制を整備し，児童生徒が心
豊かに学校生活を送れるよ
うにする。

全ての学校がスクールソー
シャルワーカーを，学期に１
回以上，活用することで，さら
にきめ細かな指導体制が構
築された状態をめざす。

３回（*スクールソー
シャルワーカーの年間
活動回数）×１１校

全国体力・運動能力調査結
果で全国平均以上の種目の
割合（％）

10.0 20.0

文部科学省が実施する小学
校5年生から中学校3年生ま
での各学年の男女別に実施
する全国体力・運動能力調
査全80種目において，全国
平均以上となった種目の割
合。

出所：全国体力・運動能力調
査

調査は全国的な調査であり，
芦屋の子どもたちの運動能
力等の状況が客観的に見え
る数値であるため。

(全国平均以上となった種目
数)÷(小学校5年生から中学
校3年生までの各学年の男
女別に実施する全国体力・
運動能力調査全種目数)

平成26年度
8種目÷80種目＝10.0％

児童生徒の体力・運動能力
を全種目で全国平均以上に
引き上げることで，児童生徒
が健康でたくましく生きる力
を身に付けるようにする。

全国体力・運動能力調査の
結果については，これまでの
5年間の中で，全国平均以上
となっている種目数の割合
が，10％から16％の間を推
移していることから，現在の2
倍の20％を目指す。

10％（平成26年度）×2

4-1-4
教職員の専門性及び指導力
の向上に取り組みます。

教職員新規採用～5年次研
修講座の受講者数（人/年）

166 275

新規採用教職員から採用5
年次までの教職員に対する
研修会への延べ受講者数。

出所：課内資料

研修機会充実は，研修の内
容と同時に対象者の増加を
目指すものであり，研修参加
者数は，その結果を表す数
値であるため。また，特に経
験の浅い教職員育成が課題
であることから，5年次までの
研修参加者を指標とする。

新規採用教職員から採用5
年次までの教職員に対する
研修会(必須受講分のみ)へ
の延べ受講者数。

教職経験の少ない教員が，
確かな指導力を身に付け，
自らの経験に応じたステップ
アップが図れるよう研修会を
企画・充実させる。

現状は，初任者研修，2年次
～5年次経験者研修はとも
に，必須研修を各学期1回，
年間でそれぞれ3回実施して
いる。今後，5年間では，学習
指導要領の改訂が予定さ
れ，取り組むべき教育課題も
益々増加していくことから，そ
れぞれの必須研修を1，2学
期に各1回増やし，両研修と
もに年間5回実施とすること
で，若手教員の更なる指導
力向上を目指す。

研修対象者（55名）×
対象研修回数（5回）

4-1-3
子どもたちが命や人権を大
切にする「豊かな心」と，「健
やかな体」をバランスよく身
に付けられるよう取り組みま
す。
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「公共施設の保全計画」に対
する学校園施設整備の実施
率 （％）

100 100

「公共施設の保全計画」にお
いて各年度に改修等が計画
されている学校園施設に対
する整備の実施率。

学校園舎の整備は，市の策
定している保全計画に基づ
き実施しており，それを着実
に実行していることを表す数
値であるため。

整備完了施設÷当該年度に
保全計画で改修等の対象と
なった施設

「当該年度に保全計画で改
修等の対象となった」は次の
通りとする。
①単年度で完了した事業
は，カウントする。
②計画時点から複数年にま
たがる事業は，最終年度でカ
ウントする。
③繰越した事業は，当初計
画年度及び完了年度ともに
カウントする。

子どもが，快適で充実した環
境の中で学校園生活が送れ
るよう，教育環境の整備を計
画的に進める。

保全計画どおりの着実な整
備（100％）

*ＩＣＴ化によって，子どもと向
き合う時間が増えたと感じる
教員の割合（％）

－ 67

教職員対象に実施する職場
の*ICT化に係るアンケート調
査において，教職員が「子ど
もと向き合う時間が増えた」
と回答した割合。

出所：*ICTに係るアンケート
調査

*ＩＣＴにより「子どもと向き合
う時間が増えた」と感じる教
職員の割合の数値により，
教職員の業務改善の一定の
成果を計ることができると考
えられるため。

教職員対象に今後，毎年，
実施する職場の*ＩＣＴ化に係
るアンケート調査において，
教職員が「子どもと向き合う
時間が増えた」と回答した割
合。

校務の*ＩＣＴ化によって，教
職員の業務改善が進み，子
どもと向き合う指導の時間が
十分に確保されるなど，教職
員が本来業務に専念できる
環境整備を進める。

校務効率の向上策として特
に重点的に取り組んでいる
*ICT化の成果として，教職員
の3分の2以上が，事務が軽
減したことを実感できるよう
にする。

4-1-5
心やすらぐ充実した教育環
境の整備を計画的に進めま
す。
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4-2　青少年が社会で自立するための力を身につけている
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
行政が理想としてめざす姿，

取り組むべき範囲
5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

将来の夢や目標を持ってい
る児童生徒の割合(％)

小学校
86.0
中学校
71.7

小学校
90.0
中学校
80.0

文部科学省が毎年，実施す
る全国学力・学習状況調査
における質問紙調査におい
て「将来の夢や目標を持って
いますか」と言う設問に対し，
「あてはまる」または「どちら
かといえばあてはまる」と回
答した児童生徒の割合。

出所：全国学力・学習状況調
査

児童生徒が将来への夢と目
標を持っている割合は，児童
生徒に将来の職業や生き方
等についての自覚を促す指
導の成果を表す値となるた
め。

文部科学省が毎年，実施す
る全国学力・学習状況調査
における質問紙調査におい
て，「あてはまる」または「ど
ちらかといえばあてはまる」と
回答した児童生徒の割合。

平成26年度
小学校は「あてはまる」の回
答70.7％＋「どちらかといえ
ばあてはまる」の回答15.3％
＝86.0％
中学校は「あてはまる」の回
答50.9％＋「どちらかといえ
ばあてはまる」20.8％=71.7％

全ての児童生徒が自分の将
来への夢や目標を持って，
学校生活を送れるようにす
る。
最終目標は100％を目指す。

「将来の夢や目標を持ってい
ますか」と言う設問に対し，
「あてはまる」または「どちら
かといえばあてはまる」と回
答した小学生はここ数年，
85％～89％，中学生は70％
～74％の間を推移しているこ
とから，小学校は90.0％，中
学校は80.0％を目指す。

小学校 90.0％
（最高値を上回る）
中学校 80.0％
(最高値を上回る）

*あしやキッズスクエアでのプ
ログラム実施回数（件／年）

－ 920

*あしやキッズスクエアで開
催するプログラムの実施回
数。

出所：青少年育成課資料

プログラムの実施回数が，児
童の体験・交流活動の量を
表わすと考えられるため。

*あしやキッズスクエアでのプ
ログラム年間実施回数（*あ
しやキッズスクエアは平成27
年度からの実施のため，平
成26年度は実績なし）

市内小学校全校において，*
あしやキッズスクエアを開設
し，各種体験・交流プログラ
ムが展開されている。

市内全小学校(8校)で*あし
やキッズスクエアが開設さ
れ，週2～3回程度(約115日)
プログラムが開催している状
況を目指す。

115日×8校＝920件

4-2-2
困難を有する子ども・若者を
支援します。

*若者相談センター「アサガ
オ」の支援対象者数
(人／年）

26 100

*若者相談センター「アサガ
オ」支援対象年間実人数

出所：青少年育成課資料

社会生活を営むうえで困難を
有する子ども・若者への支援
の量を表わすと考えられるた
め。

*若者相談センター「アサガ
オ」支援対象年間実人数

子ども・若者の自立を目指す
とともに，課題や悩みを抱え
たとき専門機関に，いつでも
相談できる環境が整っている
ことを目指すものであるが，
それ以前に，支援を必要とさ
れる困難を有する対象者と
その家族が，相当数いると言
われながらも，事象が性質と
して表面化しにくく，中々支
援につながらない現状があ
る。そのため，当面は，難し
いといわれる，ひきこもりや
ニートの発見と，広報や啓発
事業などにより，対象者の掘
り起こしを行い，その要支援
者を支援につなげられる環
境の整備を図っていく。

相談機関をもっと身近に感じ
ていただけるよう周知及び啓
発を進め，平成25年～平成
26年の推移傾向から100人
に対して支援ができる体制づ
くりを目指す。

開設回数の増加で2
倍，周知啓発で2倍の
合計4倍。

26人（現在値）×2倍
（相談回数3回　→　6
回に増加）×2倍（啓発
効果）＝104人≒100人

4-2-3
子ども・若者の健やかな育成
に努めます。

青少年の自主的活動（青少
年リーダー及び青少年ボラン
ティア）者数（人／年）

17 1870

青少年育成課が実施する育
成事業，市子ども会連合会
事業，*あしやキッズスクエア
事業における青少年リー
ダー及びボランティアの年間
延べ活動者数。

出所：青少年育成課資料

リーダー活動やボランティア
活動に関わる青少年の活動
量を表わす数値であるため。

これまでは，市と市子ども会
連合会との共催の育成事業
として実施するキャンプ事業
に，青少年（平成26年度夏9
人，冬8人）をジュニアリー
ダーとして参加を促し，育成
を図ってきた。
今年度からは，*あしやキッ
ズスクエア事業においても，
高校生や大学生に活動の機
会を提供し，青少年ボラン
ティアとして育成を図ってい
く。

子ども・若者が，健やかに育
つ社会を目指すため，自主
的な活動としてのリーダー活
動やボランティア活動として
青少年の社会参加を促し，
様々な地域交流，地域体験
の機会の提供を充実させる。

育成事業等の機会提供の実
施とその啓発と図り，各育成
事業ごとに5人，*あしやキッ
ズスクエア事業では，1人/実
施日/8校を目指す。

現在主要育成事業2回
/年のところ，6回/年×
5人，及び*あしやキッ
ズスクエア年間開催日
数（230日）×8校

4-2-1
子ども・若者が将来の夢や希
望を持てるよう支援します。

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報

17

(9）



4-3　学校園・家庭・地域が連携して，子どもたちの育成を支えている
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
行政が理想としてめざす姿，

取り組むべき範囲
5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

学校支援ボランティアグルー
プの活動実施日数(日／年)

407 506

学校支援ボランティアグルー
プの活動延べ日数

出所：課内資料

保護者や地域住民等の連携
による学校支援ボランティア
の活動の実施状況を表す数
値であるため。

緑化・清掃・図書に関する環
境整備や学習支援，読み聞
かせなどを行なう学校支援ボ
ランティアグループの活動延
べ日数

平成26年度
精道小学校308日，精道中学
校72日，山手中学校27日

市内のすべての小中学校に
おいて，学校支援のボラン
ティア活動の仕組みができ，
学校・家庭・地域が連携して
子どもたちの学びを支えるこ
とができることを目指す。

学校支援ボランティアの活動
が県の事業により精道小学
校をモデル校として，平成22
年度に始まって以来，平成
27年度現在で当初より中学
校2校が増え，実施校数は3
校である。その状況から増加
は容易でないため，5年後は
現在より2校増の5校で実施。
あわせて実施日数も増加す
るよう充実を目指すが，活動
日数については，後発の2校
の活動日数の平均を標準値
として，算出している。
5年後にめざす値＝平成26
年度実績＋（後発2校平均実
績×2校）

99日(平成26年度精中
実績＋山中実績)÷2
校＋×2校+407日＝
506日

教育ボランティアの活動人数
（人／年）

554 570

外部人材を教育ボランティア
として活用し，特色ある教育
活動を行う事業において，学
校園が活用した年間の教育
ボランティアの延べ人数。

出所：事務報告書

学校園の特色ある教育活動
に対する学校外からの支援
状況を表す数値であるため。

学校園が，特色ある教育活
動を行うにあたり，外部人材
として活用した教育ボラン
ティアの延べ人数。

学校園がそれぞれの教育
ニーズに応じた外部人材を
適切に活用する環境が整備
することにより，学校園の教
育活動のさらなる充実をめざ
す。

教育ボランティアの人数は，
この3年間で，平成24年度
455人，平成25年度498人，
平成26年度554人と増加傾
向にある。学校の授業数に
限りがあることや，教職員で
ないと担えない指導もあるこ
とから，教育ボランティアを大
幅に増加させることはできな
いが，5年後には，1学校園あ
たり平均30人程度の教育ボ
ランティアが活用できる環境
を整える。

30人×19学校園

子育て異世代交流会等への
参加人数（人／年）

95 190

幼稚園等で開催する子育て
異世代交流会への年間延べ
参加人数

出所：課内資料

重点取組である「保護者の
世代間交流，情報交換の機
会」の具体的な取組であり，
その参加者数は，取組の進
捗を表す数値であるため。

幼稚園で開催する子育て異
世代交流会等への年間延べ
参加人数

平成26年度
幼稚園2か所において，各1
回実施した参加者数合計

家庭における子どもとの向き
合い方や子どもに関する悩
み等を話し，相談できる異年
齢交流の場を増やすことによ
り，家庭教育の充実を図り，
子どもたちが健やかに育つ
家庭環境の実現を目指す。

現在は年2回実施であるが，
5年後には，参加者数は維持
しつつ四半期に1回実施を目
指す。

95人(平成26年度実績)
÷2回(平成26年度実
施回数)×4回＝190人

4-3-1
学校園・家庭・地域が連携し
相互協力のもと，子どもたち
の学びを支えます。

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報
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4-3-2
地域と連携した子どもたちの
居場所づくりの充実を図りま
す。

*あしやキッズスクエア，校庭
開放，*子ども教室の開催日
数(日／年)

1,060 1,920

*あしやキッズスクエア，校庭
開放及び*子ども教室の開催
日数。

出所：出所：課内資料

地域と連携した，子どもたち
の安全安心な居場所確保を
目的とした事業であり，その
開催日数は，その充実を表
す数値であるため。

*あしやキッズスクエア，校庭
開放及び*子ども教室の年間
開催日数合計。（あしやキッ
ズスクエアは平成27年度か
らの実施のため，平成26年
度は実績なし）

平成26年度
校庭開放　　1,005日
子ども教室　　　55日

市内のすべての小中学校に
おいて，地域と連携した，子
どもたちの安全安心な居場
所の確保と充実を目指す。

子ども・子育て支援事業計画
（次世代育成支援対策推進
行動計画)に基づき5年間で
市内の公立小学校8校すべ
てにおいて*あしやキッズス
クエアの実施を目指す。

キッズスクエア年間実
施予定日数230日×8
校＋校庭開放・子ども
教室実施日数80日＝
1,920日

4-3-3
地域と連携して子どもたちの
安全確保を図ります。

通学路合同点検において確
認された危険箇所の改善割
合（％／年）

100 → 100

*芦屋市通学路交通安全プ
ログラムに基づき実施した合
同点検において要望のあっ
た危険箇所の改善割合。

出所：通学路合同点検報告
会資料

地域とともに実施した合同点
検において確認した危険個
所及びそれに対する改善の
結果がわかる数値であるた
め。

改善計画に基づき年毎に改
善割合を算出する。（％／
年）

平成26年度
30か所（平成26実施箇所）÷
30か所（改善計画によるH26
の課題解決必要箇所）×100
＝100％

要望箇所の改善を進め，改
善割合を常に100％維持し続
け，地域と連携した子どもた
ちの安全確保を図る。

中学校区毎に要望箇所を3
年サイクルで改善する計画
（改善計画）を作成し，年度ご
とに100％実施を目指す。

（物理的に困難な箇所及び
関係機関が実施主体となる
ものは除く）
※物理的に実施が困難な課
題については，ハード整備で
はなくソフト対策として地域と
共に代替策を協議しながら
実施する。
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10-1　自然と緑を守り，創り，育てる文化を継承している
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
行政が理想としてめざす姿，

取り組むべき範囲
5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

*オープンガーデン参加者数
（人／年）

81 125

毎年，市内で実施する*オー
プンガーデンに参加する市
民及び団体の数。

出所：公園緑地課内部資料

「*オープンガーデン」は市内
を花と緑でいっぱいの美しく
潤いのあるまちにする代表
的な取組であり，市民参加型
であるこの事業の参加者数
の増加は，取組の活性化に
つながるものであると考えら
れるため。

毎年，市内で実施する*オー
プンガーデンに参加する市
民及び団体の数。

各路線の沿道住民や公共施
設における花緑活動の参加
者を増やす取組を行うこと
で，市民の意識付け及び意
識向上を促し，市内全体を花
と緑でいっぱいの美しく潤い
のあるまちにする。

今後5年後には，市内の公共
施設はすべて参加することを
目標とする。公共施設が参
加することにより，公共施設
を利用する今まで興味を持
たなかった市民の意識付け
及び意識向上を目指す。

現在の参加者81
公共施設未参加数44
81+44＝125人

*花壇活動参加団体数
（団体／年）

75 99

芦屋市住民緑化団体育成事
業に係る助成交付要綱によ
り，助成金を交付した*花壇
活動参加団体数。

出所：公園緑地課内部資料

「*花壇活動助成金」は市内
を花と緑でいっぱいの美しく
潤いのあるまちにするため市
民活動を活性化するための
ものであり，この事業の参加
者数の増加は，取組の活性
化を表すものであると考えら
れるため。

芦屋市住民緑化団体育成事
業に係る助成交付要綱によ
り，助成金を交付した花壇活
動参加団体数。

市内各町や各路線において
住民緑化団体との協働の取
組を行い，花や緑に触れる
機会を増やすことで，更に個
人・団体の緑化活動の展開
につなげ，市内全体的に花と
緑でいっぱいの美しく潤いの
あるまちにする。

現在の参加団体数である75
団体に加えて，1町1団体以
上を目標とし，空白地域（町）
を無くす。

現在の参加団体数で
ある75
平成26年時点空白地
域（町）数：市内58町中
24町
75＋24＝99団体

*緑被率（％）

22
（H17）

28

市街化区域面積のうち，公
園など「緑」が整備(確保)され
ている面積の割合。

出所：芦屋市緑の基本計画

*緑の保全地区の規制や*保
護樹等の指定により取り組
んだ成果として，市内の「緑」
の量を客観的に把握できる
数値であるため。

市内の公園，樹木・樹林，草
地・芝生地，河川・池沼・農地
の面積÷市街化区域面積

209ha(平成17年度調査結果
(平成17年度以降，調査未実
施))÷969ha≒22％

計画的に施設等の整備を進
め，緑豊かなまちづくりに寄
与している。

芦屋市緑の基本計画に明記
された「緑の目標量」269haに
増加させる。

269ｈａ÷969ha≒28％

10-1-2
芦屋の自然環境の保全へ向
けた取組を推進します。

自然や生き物と親しむ機会
を作っている人の割合（％）

60.0 70.0

総合計画策定に当たって，5
年ごとに実施している（今後
は周期を縮める予定）市民意
識調査において，自然や生
き物と親しむ機会を作ってい
る問いに「こころがけて作っ
ている」及び「時々作ってい
る」と回答した合計の割合。

出所：芦屋のまちづくりにつ
いての市民アンケート調査結
果報告書(平成27年3月)

自然環境保全の取組の中
で，生きもの観察会や講座な
ど，自然に親しむ事業を実施
しており，その参加を通じて，
また，その後の機会の中で，
自然環境保全の理解が一定
進むものと考えられるため。

総合計画後期基本計画策定
にあたり平成26年度に実施
した市民意識調査において，
自然や生き物と親しむ機会
を作っている問いに「こころが
けて作っている」及び「時々
作っている」と回答した合計
の割合。

市民，事業者，行政が協力し
合い自然環境の保全に努め
ている状態を理想とし，環境
計画に基づき，それぞれの
主体の役割について啓発し
ていく。具体的には行政とし
て，自然観察会等の実施を
通じて自然に親しむ機会を
増やしていく。

自然に親しむ機会が少ない
現代の生活スタイルにおい
て顕著な増加を見込むことは
難しく，10.0％増の70.0％を
目標とする。

60.0％（26年度数値）
+10.0％

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報

10-1-1
芦屋の自然環境の保全へ向
けた取組を推進します。
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10-2  建物などが地域ごとの緑ゆたかな景観と調和している
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
行政が理想としてめざす姿，

取り組むべき範囲
5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

地域におけるまちなみ等の
景観の美しさに関して「かな
り良い」または「やや良い」と
答えた市民の割合（％）

84.7 90.0

総合計画策定にあたり，5年
ごとに実施している市民意識
調査の「お住まいの地域のま
ちなみ等景観の美しさについ
て」の設問に対し，「かなり良
い」または「やや良い」と回答
した割合。

出所：芦屋のまちづくりにつ
いての市民アンケート調査結
果報告書(平成27年3月)

「景観」に対する，市民の感
想を表す数値であるため。

総合計画後期基本計画策定
にあたり平成26年度に実施
した市民意識調査の「お住ま
いの地域のまちなみ等景観
の美しさについて」の設問に
対し，「かなり良い」または
「やや良い」と回答した割合。

建築物の形態・色彩・意匠の
制限，屋外広告物の規制，
景観重要建造物や*景観重
要樹木の指定など，景観に
係る施策を総合的に展開し，
本市の景観を「まもり・つくり・
そだてる」ため，市民・事業者
と一体的に取組みを進めて
いることを目指す。

過去の同様の調査における
結果からの増加傾向及び今
後さらに屋外広告物規制を
はじめ，さらに取組を充実さ
せることを踏まえて90.0％と
した。

芦屋市屋外広告物条例
(H28.4施行予定)の適用にお
いて既存不適格となる屋外
広告物の割合（％）

37.6
（見込数）

17.5

兵庫県屋外広告物条例に基
づく許可済み物件（平成27年
4月時点）のうち，市独自条
例(平成28年4月施行予定)に
より，既存不適格となる可能
性が高い屋外広告物の件数
の割合。

出所：課内管理台帳

市条例の趣旨を市民に理解
してもらうことで，条例不適格
の広告物の改める動きにつ
ながるものと考えられるた
め。

A1÷B×100（％）

A1：市独自条例により，既存
不適格となる可能性の高い
屋外広告物数
B：県条例に基づく許可済み
の屋外広告物数

見込値
318件÷845件≒37.6％

条例の経過措置期間(最長
10年間)中に，既存不適格広
告物が是正されていることを
目指す。

既存不適格広告物の是正に
係る補助制度制定に伴い，
当初5年間の年間減少率
4.0％(年間平均減少軒数34
件)を目指す。

（A1－A2）／B×100
（％）

A1：市独自条例により
既存不適格となる可能
性が高い屋外広告物
の数
A2：A1のうち市独自条
例施行後是正された数
B：屋外広告物の全体
数

(318件－(34×5)件)÷
845件≒17.5％

無電柱化率（％）

12.4 14.1

兵庫県無電柱化地方部会の
電線共同溝整備基準に沿っ
て整備された路線。

芦屋市における安全な街並
み整備・良好な景観の整備
及び南芦屋浜地区の住環境
整備に合わせた無電柱化の
促進。

A／B×100（％）

A：無電柱化実施路線延長
B：市道認定路線延長

第6次無電柱化計画残事業
及び第7次無電柱化計画（平
成26年～平成30年）申請箇
所の完了 。

A／B×100（％）

A：無電柱化実施路線
延長
B：市道認定路線延長

*まちづくり協定の数（地区）

3 6

住みよいまちづくり条例に基
づく*まちづくり協定を認定し
た地区の累計数。

*まちづくり協定は，地域の
特性に応じて作られるルー
ルであるため，その数の増加
は，そのような取組を行って
いる地域の増加と関係する
数値であるため。

住みよいまちづくり条例に基
づく*まちづくり協定を認定し
た地区の累計数。

*まちづくり協定制度を活用し
た住民主体のまちづくりを進
めていく。

地域住民合意は単期間では
困難であること，また，協定
手続き期間が1年間を超える
ことから，2年に1地区の増加
を目指す。

10-2-1
芦屋らしい美しい景観となる
よう景観誘導施策を進めま
す。

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報
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11－1　環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
行政が理想としてめざす姿，

取り組むべき範囲
5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

日頃の暮らしの中で省エネ
やエコバック，ごみの分別な
ど環境に配慮した行動を実
践している市民の割合（％）

53.5 60.0

総合計画策定に当たって，5
年ごとに実施している（今後
は周期を縮める予定）市民意
識調査において，日頃の暮ら
しの中で省エネやエコバッ
ク，ごみの分別など環境に配
慮した行動を実践している問
いに「している」と回答した人
の割合。

出所：芦屋のまちづくりにつ
いての市民アンケート調査結
果報告書(平成27年3月)

啓発や学習機会の充実によ
り，市民の環境への意識が
高まることで，環境に配慮し
た行動に結び付くと考えられ
るため。

総合計画後期基本計画策定
にあたり平成26年度に実施
した市民意識調査において，
日頃の暮らしの中で省エネ
やエコバック，ゴミの分別な
ど環境に配慮した行動を実
践している問いに対し，「して
いる」と回答した人の割合。

多くの市民が環境に配慮し
た行動を積極的に実践し，環
境負荷の低減がすすめられ
ている。

環境負荷の低減をすすめる
ためのプロセスとして，環境
に配慮した行動を積極的に
実践していると回答された市
民の割合をステップアップさ
せるため毎年1.0％引き上げ
60.0％を目標とする。

53.5（26年度数値）＋
1.0×6年≦60.0％

市民 等から出される燃やす
ごみの量
（kg／人・年）

家庭系
210.9
事業系
100.4
計
311.3

平成27年
度見直し
の「芦屋市
一般廃棄
物処理基
本計画」で
設定

市民(事業者含む)から出され
た年間の燃やすごみ量を人
口で除した数値。

出所：数値の引用元(事務報
告書等)

燃やすごみ量の推移は，ご
みの減量化の結果を表す数
値であるため。

年間の燃やすごみ量÷人口

平成26年度
(家庭系20,429,400㎏＋事業
系9,731,600㎏)÷96,897人
=311.3㎏

市民への啓発等を行うことに
より，燃やすごみの量を減ら
し，環境負荷の低減がすす
められている。

環境負荷の低減をすすめる
ためのプロセスとして，平成
27年度に芦屋市一般廃棄物
処理基本計画を見直しする
中で，5年後の燃やすごみの
量を設定。

平成27年度に見直しす
る芦屋市一般廃棄物
処理基本計画で算出し
設定。

再資源化物のリサイクル率
（％）

16.9

平成27年
度見直し
の「芦屋市
一般廃棄
物処理基
本計画」で
設定

集団回収量を含む年間のご
み総排出総量に占める再資
源化量の割合。

出所：数値の引用元(事務報
告書等)

リサイクル率の推移は，ごみ
の再資源化の結果を表す数
値であるため。

再資源化量（集団回収量含
む）÷年間ごみ総排出総量
(集団回収量を含む)

平成26年度
(再資源化量2,154,000㎏＋
集団回収量3,974,000㎏）÷
（年間ごみ総排出総量
32,315,000㎏＋集団回収量
3,974,000㎏)=16.9％

市民への啓発等を行うことに
より，再資源化物のリサイク
ルを増やし，環境負荷の低
減がすすめられている。

環境負荷の低減をすすめる
ためのプロセスとして，平成
27年に芦屋市一般廃棄物処
理基本計画を見直しする中
で，5年後の再資源化物のリ
サイクル率を設定。

平成27年度に見直しす
る芦屋市一般廃棄物
処理基本計画で算出し
設定。

11-1-2
行政の事業に係る環境負荷
を低減します。

行政の事業における温室効
果ガス排出量（ｔ-CO2／年）

12,428

平成27年
度改訂の
「第４次芦
屋市環境
保全率先
実行計画」
で設定

行政の事業における年間温
室効果ガス排出量。

出所：芦屋市環境保全率先
実行計画進捗状況（年間実
績）報告

市が事業者として芦屋市環
境保全率先実行計画に基づ
き取り組んだ環境負荷の低
減の取組結果を表す数値で
あるため。

行政の事業における年間温
室効果ガス排出量。

行政の事業において様々な
取り組みがされることで，温
室効果ガス削減が図られ，
環境負荷の低減がすすめら
れている。

環境負荷の低減をすすめる
ためのプロセスとして，平成
27年度に第4次芦屋市環境
保全率先実行計画を策定す
る中で，5年後の行政の事業
における温室効果ガス排出
量（ｔ-CO2）を設定。

平成27年度策定の第4
次芦屋市環境保全率
先実行計画（平成28年
～平成32年）において
削減目標値を算出し設
定（ｔ-CO2）。

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報

11-1-1
市民，事業者による環境負
荷の低減へ向けた取組を促
進します。
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11-2　清潔なまちづくりが進んでいる
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
行政が理想としてめざす姿，

取り組むべき範囲
5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

市民マナー条例の内容まで
知っている市民の割合（％）

72.0 80.0

総合計画策定に当たって，5
年ごとに実施している（今後
は周期を縮める予定）市民意
識調査において，市民マナー
条例の認知状況に対する問
いに「聞いたことがあるし内
容も知っていた」と回答した
割合。

出所：芦屋のまちづくりにつ
いての市民アンケート調査結
果報告書(平成27年3月)

様々な機会を通じてマナー
条例の周知・啓発活動を推
進した結果，条例への認知
度が高まると考えるため。

総合計画後期基本計画策定
にあたり平成26年度に実施
した市民意識調査におい
て，，市民マナー条例の認知
状況に対する問いに「聞いた
ことがあるし内容も知ってい
た」と回答した割合。

マナー条例の中身を市民の
誰もが認知している状態。そ
のために周知・啓発を進め，
認知状況を100％に近づけ
る。

市民大半が認知している状
態として，80.0％を目指す。

72（平成26年度数値）
＋8（80）

地域の清掃など普段から清
潔なまちを守る行動を行って
いる市民の割合（％）

63.3 70.0

総合計画策定に当たって，5
年ごとに実施している（今後
は周期を縮める予定）市民意
識調査において，地域の清
掃など普段から清潔なまちを
守る行動を行っている問いに
対し「積極的に行っている」
及び「時々行っている」と回
答した合計の市民の割合。

出所：芦屋のまちづくりにつ
いての市民アンケート調査結
果報告書(平成27年3月)

市民，行政が一体となった取
組を進めることの結果，普段
からの行動につながる市民
が増えると考えられるため。

総合計画後期基本計画策定
にあたり平成26年度に実施
した市民意識調査において，
地域の清掃など普段から清
潔なまちを守る行動を行って
いる問いに対し「積極的に
行っている」及び「時々行っ
ている」と回答した合計の市
民の割合。

誰もが時々は地域での美化
活動を行っている状態を目
指し，支援や啓発を行ってい
く。

現状，高齢者層が中心となっ
て活動されているのが実態
であり，今後，現役世代の参
加も増加することを目指す
が，日常，仕事等を持ちなが
らの実態もある中で，70.0％
を目指す。
現在は高齢者等が中心と
なって活動されているのが実
態てあり，今後，現役世代へ
の意識付けなどにより，その
世代の参加もを目指すが，
日常，仕事等を持ちながらの
実態もある中で，現状の約1
割程度増の70.0％を目指す。

63.3（平成26年度数
値）×1.1≒70.0％

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報

11-2-1
市民・行政が一体となった清
潔で安全・快適なまちづくり
への取組を推進します。
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12-1　交通ルールやマナーに関する意識が高まっている
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
行政が理想としてめざす姿，

取り組むべき範囲
5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

高齢者の市内交通事故件数
（件／年）

49 15

芦屋市内の交通事故発生状
況のうち，高齢者(65歳以上)
の事故件数から同乗中に遭
遇した事故件数を減じた件
数。

出所：芦屋警察署広報資料

高齢者への交通に関する
ルールとマナーの周知，啓発
は，特に事故の対象として多
い現状にある高齢者(65歳以
上)の関わる事故の減少する
ことを目的としており，その結
果を示す数値であるため。

芦屋警察署広報資料の芦屋
市内の交通事故発生状況か
ら，『「高齢者の交通事故」に
掲載されている件数』－『高
齢者の交通事故で「同乗中」
の件数』

平成26年度
高齢者の交通事故55件
同乗中の交通事故　6件
55-4＝49件

高齢者は，他の年齢層に比
べて死亡につながる割合が
高く，そのような状況も含め
て周知を行うことで，高齢者
の交通事故件数を減らす。

平成21年からの5年間で29
件（78件－49件＝29件）減少
できているので，今後もこの
減少傾向を維持することを目
標とする。

5年間での交通事故減
少件数
①平成21年度の高齢
者の事故件数　78件
②平成26年度の高齢
者の事故件数　49件
①-②　78-49＝29件
今後もこの減少傾向を
維持する目標とし，5年
間で29件減少したので
6年間では，29×6/5≒
34　34件減少させるこ
とを目標とする
49-34＝15件

子どもの市内交通事故件数
（件／年）

25 14

芦屋市内の交通事故発生状
況のうち，子ども(15歳以下)
の事故件数から同乗中に遭
遇した事故件数を減じた件
数。

出所：芦屋警察署広報資料

子どもへの交通に関する
ルールとマナーの周知，啓発
は，子ども(15歳以下)の関わ
る事故の減少することを目的
としており，その結果を示す
数値であるため。

芦屋警察署広報資料の芦屋
市内の交通事故発生状況か
ら，『「子供の交通事故」に掲
載されている件数』－『子供
の交通事故で「同乗中」の件
数』。

平成26年度
子供の交通事故　31件
同乗中の交通事故　6件
31-6＝25件

子ども(15歳以下)の関わる事
故は，交通に関するルールと
マナーの周知，啓発の効果
により減少しており，さらに子
どもの交通事故件数を減ら
す。

政府方針（平成21年1月）の
「今後10年を目途に事故死
傷者を半減させる」に準拠し
て，平成21年度の子どもの
事故件数28件を半減させる
ことを目指す。この5年間で
は，減少数は少ないが，さら
に通学路の安全点検を徹底
させることや効果的な交通安
全教室の開催などに重点的
に取り組む。

平成21年度の子ども
の事故件数　28件
28×0.5＝14

市内の自転車の関わる事故
件数（件／年）

251 188

芦屋市内の交通事故発生状
況のうち自転車に関わる事
故件数。

出所：芦屋警察署広報資料

自転車の運転者への交通に
関するルールとマナーの周
知，啓発は，特に事故の対
象として多い現状にある自転
車に関わる事故の減少する
ことを目的としており，その結
果を示す数値であるため。

芦屋警察署広報資料の芦屋
市内の交通事故発生状況か
ら，「人×自転車」の件数＋
「自転車×車両」。

平成26年度
「人×自転車」の交通事故
16件
「自転車×車両」交通事故
235件
16＋235＝251件

自転車に関わる事故件数は
増加傾向にあり，事故の多く
は交通ルールを順守しない
ために起こっている現状があ
るので，交通に関するルール
とマナーの周知，啓発の効
果により自転車の交通事故
件数を減らす。

政府方針（平成21年1月）の
「今後10年間を目途に事故
死傷者数を半減させる」とい
う目標はあるものの，社会状
況の変化により，自転車に関
わる事故件数は増加傾向に
ある。
それに対応するよう道路交
通法改正，県条例制定など
も実施された中，マナー啓発
等に重点的に取組み，政府
目標の5年間相当の割合で
ある25％減を目指す。

平成26年度の自転車
に関する事故件数
251件
251×0.75≒188

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報

12-1-1
交通に関するルールとマ
ナーの周知，啓発に努めま
す。
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12-2  公共施設などのバリアフリー化が進んでいる
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
　 行政が理想としてめざす
姿，
　 取り組むべき範囲

5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

歩道切下げ部のバリアフリー
化率（％）

34.5 46.7

市道の歩道のうち，交差点
等で切下げを行っている全
箇所数のうち，バリアフリー
化された切下げ箇所数の割
合 。

出所：道路課内部資料

道路におけるバリアフリー化
の進捗を表す数値であるた
め。

バリアフリー化された切下げ
箇所数/全切下げ箇所数
全切下げ箇所数2,245

平成26年度
切下げ箇所数775
775/2,245=34.5％

市道のすべての歩道切下げ
部をバリアフリー化する。

まずは，市内鉄道4駅を中心
とした半径500ｍにおいて歩
道の切り下げ部のバリアフ
リー化を図る。

全切下げ箇所数2245
現状でのバリアフリー
化切下げ箇所数775
市内鉄道4駅を中心と
した半径500ｍにおい
て今後バリアフリー化
を図る箇所数275
（775+275）/2,245＝
46.7％

公園施設のバリアフリー化率
（％）
（施設誘導園路，多目的トイ
レ等の施設整備状況）

16.9 56.6

芦屋市都市公園移動円滑化
計画(平成23年～平成35年)
に基づき，バリアフリー化を
行うべきとした公園（移動円
滑化計画対象公園）数のう
ち，主たる出入口から多目的
トイレや休憩施設等の公園
施設を結ぶ経路をバリアフ
リー化した公園数の割合。

出所：公園緑地課内部資料

公園施設におけるバリアフ
リー化の進捗を表す数値で
あり，その中でもバリアフリー
化の中心となる園路及び多
目的トイレ等の整備の状況を
指標とすることが，全体の進
捗を表すものとして適当であ
ると考えられる。

バリアフリー化を実施した公
園　÷バリアフリー化を行う
べき公園(地形上でバリアフ
リーが不可能な公園や便所
等の施設を有しない公園を
除き，優先的にバリアフリー
を進めて行くべき公園)数。

平成26年度
9園/53園＝16.9％

移動円滑化計画対象として
いる公園（地形上でバリアフ
リーが不可能な公園や便所
等の施設を有しない公園を
除き，優先的にバリアフリー
を進めて行くべき公園　53か
所）のすべての公園を整備
し，誰もが安全に安心して利
用できる公園を増やす。.

芦屋市都市公園移動円滑化
計画を計画通りに実施し，公
園施設（トイレ，園路，出入口
等）のバリアフリー化を図る。
5年間で21公園のバリアフ
リー化を実施する。

バリアフリー化を実施
した公園数　現状9園
＋計画21園
（9+21)/53＝56.6％

公共建築物等のバリアフリー
化率（％）（多目的トイレの整
備状況）

75.0 79.0

公共建築物のうち，車いす用
トイレが整備されている建築
物数の割合。

出所：　課内管理台帳

公共建築物のバリアフリーの
進捗を直接的に表す数値で
あり，バリアフリー化対象と
なる設備の中でも，すべての
施設において設置されてい
るトイレを代表的なものとして
表すことが全体を表す指標と
してに最も適していると考え
られるため。

車いす用トイレの整備完了
建築物数÷市公共建築物数

平成26年度
54÷72＝75.0％

車いす利用者に限らず，公
共建築物利用者の誰もが，
安心して利用できる快適なト
イレが整備されている。

日常的に市民が利用する施
設(保育所・幼稚園・業務施
設(下水処理場等)は除く)に
おいて改修が進んでいる。

56÷71≒79.0％

（市公共建築物数合計
の減少は，建築物の廃
止等による）

12-2-1
道路や公園などの公共空間
や様々な人が利用する建物
のバリアフリー化を進めま
す。

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報
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12-3　市内を安全かつ快適に移動できる
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
行政が理想としてめざす姿，

取り組むべき範囲
5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

防護柵の改修率（％）

75.3 89.7

防護柵の全延長のうち現行
の設置基準である高さ1.1m
が確保されている防護柵の
延長の割合を算出。

出所：道路課内部資料

歩行者の安全対策の代表的
な設備である防護柵の改修
状況は，安全対策実施の進
捗を表す数値と考えられるた
め。

基準を満たしている防護柵
の延長/全延長
 平成26年度
基準を満たしている防護柵
の延長24,836ｍ
全延長32,976ｍ
24,836/32,976＝75.3％

早期に改修計画を策定して
改修するものとし，市内のす
べての防護柵を改修し，市内
を安全に通行できるようにす
る。

芦屋川沿いに設置された防
護柵（延長3,391m）について
は，阪急芦屋川駅まわりの
周辺整備計画とともに内容を
決定する必要があり，5年以
内の実施は困難であるが，
防護柵改修計画に基づい
て，芦屋川沿いに設置された
防護柵（延長3,391m）以外の
防護柵（延長4,749m）は基準
を満たすように改修する。

実施予定箇所（延長
4,749ｍ）を改修する
(24,836+4,749)/32,976
＝89.7％

市道での人身事故の件数
（件／年）

226 123

芦屋市内の交通事故発生状
況のうち，市道での交通事故
のうち人身事故件数。

出所：芦屋警察署広報資料

交通事故の減少は，安全対
策推進の目的でもあり，その
結果を示す数値であるため。

芦屋警察署広報資料の芦屋
市内の交通事故発生状況か
ら，「市道での交通事故のう
ち人身事故」に掲載されてい
る件数。

様々な対策を行うことによ
り，道路設備等が起因となる
事故が無くすとともに，より安
全に通行できることを目指
す。

政府方針（平成21年1月）の
「今後10年を目途に事故死
傷者を半減させる」に準拠し
て，平成21年度の人身事故
件数を半減させることを目指
す。平成21年度からの交通
事故件数の推移では達成は
難しいと思われるが，見通し
の確保や車道の幅員調整等
で車両の速度抑制を図るな
どの施設整備と車両の安全
性に対する技術向上等によ
りめざす値を達成させる。

平成21年度の市道で
の人身事故件数246件
246×0.5≒123

12-3-1
道路や交通安全施設の整
備・維持管理を適切に行いま
す。

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報
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13-1　良質なすまいづくりが進んでいる
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
行政が理想としてめざす姿，

取り組むべき範囲
5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

「*芦屋市マンションネット
ワーク会議」への登録件数
割合（％）

4.4 10.0

市内マンション全棟数に対す
る*芦屋市マンションネット
ワーク会議登録済みマンショ
ン管理組合数。

出所：住宅総合相談窓口業
務報告書

住宅相談を受けたマンション
管理組合関係者に，当ネット
ワーク会議への参加を呼び
かけることで，各管理組合が
その趣旨を理解し，登録され
るようになると考えられるた
め。

「*芦屋市マンションネット
ワーク会議」登録済みマン
ション管理組合数÷市内マン
ション全棟数

平成26年度
21÷472≒4.4％

マンション管理組合同士の交
流・連携が進み，課題解決に
向けた情報共有・交換などに
より，適切なマンションの維
持管理が行われている。

当会議は，平成25年度(平成
26年2月)に発足し，平成26
年度は，計4回の会議を開催
した。数年に渡る実績が無い
ため，今後の傾向は把握で
きないが，年間3組合の新規
登録を想定するものとする。

（3組合×5年間＋21組
合）÷472≒7.6％

分譲共同住宅共用部分及び
戸建住宅のバリアフリー化助
成件数（件／年）

419 430

「住宅改造費助成事業実施
要綱」「分譲共同住宅共用部
分ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修助成事業実
施要綱」に基づき，高齢者等
に対し，バリアフリー化助成
を行った年間件数。

出所：実績報告書(兵庫県提
出)

バリアフリー化助成制度の周
知啓発により，制度の利用
促進が進み，利用件数が増
加するものであるため。

「住宅改造費助成事業実施
要綱」「分譲共同住宅共用部
分ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修助成事業実
施要綱」に基づき，高齢者等
に対し，バリアフリー化助成
を行った年間件数。

平成26年度
416（住宅改造費助成事業件
数）＋3（分譲共同住宅共用
部分ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修助成事業
件数）＝419

住宅のバリアフリー化が促進
し安全で快適な住まいづくり
が行われている。

住宅のバリフリー化が進むこ
とで対象となる住宅戸数は
年々減少しているが，一方で
高齢化が進展に伴い，新た
な対象住宅への利用促進を
目指すことを踏まえ，現状数
値を維持するものとする。

427（住宅改造費助成
事業での過去4年間・
平成23年～平成26年）
平均件数）＋3（分譲共
同住宅共用部分ﾊﾞﾘｱﾌ
ﾘｰ改修助成事業にお
ける県補助採択可能
件数）＝430

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報

13-1-2
良質な住宅ストック形成への
対策に努めます。
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13-2 住宅都市としての機能が充実している
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
行政が理想としてめざす姿，

取り組むべき範囲
5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

公共建築物の保全計画策定
率（％）（処理場等*プラント
施設は除く。）

79.8 84.6

公共施設建築物（*プラント
施設及び平成32年度までに
解体予定施設は除き，建替・
新設施設は含む。）のうち，
保全計画の策定が完了して
いる建築物の割合。

出所：課内管理台帳

現時点で策定できていない
小規模施設について計画を
策定した結果，施設全体に
対する策定割合の増加に直
接表れるものであるため。

保全計画策定完了建築物数
／全体公共建築物数（*プラ
ント施設及び平成32年度ま
でに解体予定施設は除き，
建替・新設施設は含む。）

平成26年度
257÷322≒79.8％

計画的な維持改修等工事を
行い，適切に維持管理が行
われ,施設を長期にわたって
安全に利用でき，維持コスト
のの縮減ができている。

現在未策定施設のうち，市
民が使用する施設について
は，保全計画を策定する
保全計画策定完了建築物数
÷全体公共建築物数（*プラ
ント施設及び平成32年度ま
でに解体予定施設は除き，
建替・新設施設は含む。）
※全体公共建築物増加数3
内訳：庁舎東館，山手中，精
道中

274÷324≒84.6％

全管路延長に占める各年度
に施工する上水道更新管路
延長の割合（％）
=（年度毎の更新管路延長／
管路総延長)（％）

1.5 → 1.5

管路総延長に占める各年度
の水道更新管路延長で，日
本水道協会ガイドライン業務
指標（PI)　によるもの。（全国
平均平成25年0.77）

芦屋市水道ビジョンにおける
施設整備計画の管路更新の
状況は日本水道協会の業務
指標により進行管理している
ため。

年度毎に更新された管路延
長／管路総延長×100（％）

平成26年度
3,700ｍ÷248,000ｍ＝1.5％

健全な経営を維持するため
老朽管の割合を増加させる
ことなく，維持管理に努める。

新たな老朽管の発生に伴う
経年化率（老朽管）を3割程
度にとどめるよう一定の事業
規模（3㎞/年～4㎞/年）を維
持する。

3,700ｍ÷248,000ｍ＝
1.5％
本数値を維持すること
により老朽管割合を現
状維持していく。

全管路延長に占める各年度
に施工する下水道更新管路
延長の割合（％）
=（年度毎の更新管路延長／
管路総延長)（％）

0.2 → 0.2

全国的な指標がないため，
本市と同じ昭和30年代まで
に下水道を事業開始し，
95％以上の普及率の団体の
老朽管の平均更新率とす
る。(平成23年　0.16）

平成23年度版下水道統計第
68号（公）日本下水道協会発
行

下水道施設の老朽管更新の
状況をを表す数値であるた
め。

年度毎に更新された管路延
長／管路総延長×100（％）

平成26年度
600ｍ÷254,200ｍ＝0.2％

水循環基本法から良好な水
処理と環境保全を維持する
ため一定の老朽管の更新を
図る。

受益者負担の中で運営して
いる現状の財政面から本数
値により維持していく。
国土交通省の長寿命化計画
（平成25年～平成29年）の5
年間で毎年0.6㎞の更新によ
り耐震化率の向上を図る。

600ｍ÷254,200ｍ＝
0.2％
現状の財政面から本
数値により維持してい
く。

公園施設更新率（％）（公園
施設更新数〔箇所〕／更新対
象施設数（休養，遊具，管理
施設等）〔箇所〕）

16.3 50

芦屋市公園施設長寿命化計
画(平成23年～平成27年)に
基づき，遊具や管理施設等
で更新対象とした施設数のう
ち，更新を実施した施設数の
割合。

出所：公園緑地課内部資料

長寿命化計画に基づく更新
の進捗を表す数値であるた
め。

芦屋市公園施設長寿命化計
画に基づく公園施設更新数/
更新対象施設数

平成26年度
公園施設更新数55
更新対象施設数599
55/599＝16.3％
（参考）長寿命化対象公園
126公園（ただし次期計画で
は見直し予定）

芦屋市公園施設長寿命化計
画の対象としているすべての
施設について，計画に基づく
維持管理・更新を行い，誰も
が安全に安心して公園を利
用できる状態を目指す。

現在，平成28～平成37年度
の期間設定で公園施設長寿
命化計画を見直ししていると
ころであり，前回対象として
いなかったコンクリート製の
遊具等の施設も今回対象と
するため，更新対象施設数も
変更となるため，具体的な数
値設定は困難である。平成
32年 値を平成28～平成37年
の中間点と位置付け更新率
を50.0％と設定する。

13-2-1
公共施設等の保全計画に基
づき効率的かつ適切な改修
や維持管理を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性
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13-3 市内の商業が活性化し，市民の利便性も向上している
現状値 めざす値

H26 H32 指標の定義・出所 指標とする理由 指標の算出式
　 行政が理想としてめざす
姿，
　 取り組むべき範囲

5年後にめざす値の水準 めざす値の算出式

新規起業のための創業塾受
講者数（人／年）

31 60

創業塾（新規起業者向けの
セミナー）の年間受講者数。

出所：商工会報告

新たな創業者支援の具体的
取組であり，その結果を表す
数値であるため。

創業塾（新規起業者向けの
セミナー）の年間受講者数。

新たな創業者が増え，市内
の商業の活性化が図られて
いる。

平成25年度まで商工会単独
事業であったが，平成26年
度から，市と商工会で協働で
実施することになり，創業塾
受講の創業者は有利な融資
が受けられることになること
から，受講者の増加が見込
めるため，平成26年度1回15
人の参加者を5年後1回30人
の参加者にする。

30人×2回＝60人

*ふるさと寄附金取扱商品件
数（件／年）

－ 35

*ふるさと寄附金の記念品と
して提示する商品数。

出所：事務報告書(今後掲載
予定)

市内業者の取扱商品を*ふ
るさと寄附金記念品に設定
し，全国に芦屋の魅力を発
信する取組であり，その結果
を直接表す数値であるため。

*ふるさと寄附金の記念品と
して提示する商品数。

出所：事務報告書(今後掲載
予定)

全国に芦屋の魅力が発信さ
れ，市内商業が活性化して
いる。

平成27年度に記念品として
提示予定商品数（17商品）の
2倍以上を目指す。

17×2≒35

13-3-1
生活の利便性の向上のた
め，市内の商業を活性化しま
す。

後期5年の重点施策の名称 指標（単位）
指標の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報
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